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一
、
英
領
商
彊
弗
利
加
ハ
一
九
O
九
年
一
-

所
調
植
民
地
憲
法
ト
モ
稽
ス
ペ
キ
宅
ノ
チ
制
定
uv

タ
'
ト
肱
ド
号
、
之
チ
以
テ
置
チ
一
一
植
民
地
屯
亦
自
己
ノ
濁
立
ノ
主
描
チ
有
ス
ル
Y
加
グ
ニ
思

考
ス
ル
ハ
課

ν
1
新
カ
ル
揚
合
-
一
於
ク
ル
所
謂
植
民
地
世
間
法
ナ
ル
宅
ノ
ハ
、
賞
ハ
一
一
櫨
ノ
植
民
地
自
治
規
定
ノ
宣
言
一
一
過
ギ
犬
U
V

テ
、
之
T
制

定
《
岡
ヨ
リ
霊
園
主
権
者
ノ
裁
可
チ
経
ペ
キ
宅
ノ
タ

vo

濁
逸
ニ
於
7
ρ

植
民
地
ρ

一
般
-
一
之
7
保
護
地
(
由
。
r
E
N
m
m庄
内
同
)
ト
稿
旦
戸
ガ
故
-
一
、

一
見
後
-
一
遁
f
ペ
キ
植

民
的
保
護
地
(
閃

o
F
E
-
E
F♀
mrzE)
ト
混
品
問
Z

Y

ノ
虞

v
ナ
キ
ユ
非
ズ
ト
維
ド
毛
、
，
濁
逸
ノ
保
護
地
ナ

y

毛
ノ
ハ
共
ノ
資
質
ニ
於
-
7
A
翠
三
問
調
植
民
地
-
一
一
他
ナ
ラ
ズ
、
掴
側
議
一
方
植
民
地
-
一
野
v
-
7
特
ユ
比
ノ
如
キ
名
穂
7

用
キ
タ

Y
所
以
三
共
ノ
植
民
的
活
動
ノ
営
初
-
一
於
ケ

Y
植
民
地
ノ
特
質
日
一
原
因
Z

Y

モ
ノ
タ

7
、
印
テ
一
入
八

四
年
以
前
ニ
在
9
-
ア
ハ
濁
逸
政
府
ρ

殊
ニ
英
園
ニ
艶
R

Y
関
係
ヲ
顧
慮
γ
一
7
、
海
外
各
地
ニ
於
ケ
ヰ
絢
逸
閤
氏
ノ

脇
田
展
-
一
闘
ジ
ア
ρ

草
ユ
保
護

7
加

y
y
-
Z
L
J
、
他
園
ノ
如
ク
ユ
白
ラ
植
民
地
ヲ
領
有
V
ア
直
接
之
ヲ
統
治
セ

y

ト
ス
戸
ガ
如
キ
コ
ト
ヲ
避
ケ
、
唯
海
外
-
一
於
ケ
戸
白
園
氏
ノ
活
動
7
保

護

v得
戸
程
度
二
沢
一
7
諸
般
ノ
施
設
ヲ
鋳

v
p
y
二
週
ギ
ズ
、
斯
カ

Y
思
想
山
一
八
八
四
年
四
月
濁
逸
政
府
ガ
南
西
亜
弗
利
加
-
一
鞠

γ
ァ
、
積
極
的
ニ
植
民

官'011

観

結
民
地
ノ
芳
類
-
一
蹴
キ
テ

第
四
巻

{
第
三
競

-
七
)

三
三
七



Z晶

戸

入

三
二
入

院

植
民
地
〆
分
類
-
-
腕
キ
テ

館
四
倉

(
婦
三
競

的
ノ
活
動
7
開
蛤
v
p
y
府
ヲ
以
ア
金
ク
終
7
7
止
ロ
グ
タ

p
ト
雄
ド
モ
、
濁
ηJ
嘗
-
一
初
ノ
用
語
ノ
ミ
ハ
現
今
-
一
至

y

壬
泊
四
ホ
存
穣
襲
用
セ
ラ

y
y
壬
ノ
ナ
リ
ト

z
c

(乙)

植
民
的
保
護
地

((一

ozzmL
吋
『

D
H
R
Z
S
F
欠
。
-c口一巳
g

}
M
吋

C
同
内
]
伯
仲
。
吋

h
H
F

-rc円
百
件
。
『
伊
丹

n
o
F巳
hL)

闘
法
土
及
園
際
法
上
ヨ
η
ノ
観
察
セ
戸
植
民
地
/
地
位
ρ

比
較
的
簡
翠
ナ
9
ト
雄
ド
ミ
保
護
地
及
租
借
地
-
一
闘

u
v
d

品

J
ρ

幾
多
ノ
錯
綜
セ
戸
問
題
ヲ
生
ジ
、
仮
令
資
際
上
-
一
於
ア
ρ

殆
Y

下
植
民
地
ト
異
ナ
庁
コ
ト
ナ
キ
獄
態
-
一
在

戸
司
、
法
理
上
品
於
-
7
ρ

疑
問
ヲ
挟
ミ
得
ペ
キ
絵
地
砂
ナ
シ
ト
セ
ズ
。
之
ヲ
過
去
ユ
於
ケ
Y

保
護
的
関
係
ノ
猿
生

ノ
原
因
三
厩
キ
ア
考
フ

Y
1
凡
ソ
保
護
関
係
ノ
成
立
-
一
円
四
ノ
場
合
ア
9
0

其
/ 

ρ

完
全
ナ
Y
主
摺
7
有
R

Y

毛
園
カ
微
弱
ナ
Y
ガ
鋳
メ
ニ
列
園
間
-
一
伍
v
-
7
濁
立
ヲ
維
持
旦
戸
E

ト
困

難
ナ
戸
ガ
如
キ
賜
園
-
一
劉
ぞ
く
勢
力
ノ
均
衡
ヲ
保
ツ
ノ
必
要
ヨ
リ
、
他
ノ
強
闘
ガ
其
ノ
溺
立
自
主
ノ
楼
ヲ
害
見

戸
コ
ト
ナ
ク
ジ
ア
之
ヲ
擁
護
セ

y
ト
ス

Y

場
合
ニ
超
Y

モ
ノ
ニ

γ
-
7
、
伊
太
利
ノ
さ
ん
・
ま
り
の
ニ
劉
U
V
A

智
衆
圏

ノ
き
ゅ

l
ば
ニ
艶
Z

Y

関
係
ノ
如
キ
ρ

之
ユ
一
局
主
。

其
ノ
二
円
完
全
ナ
F
主
権
ヲ
有
ス
戸
宅
自
=
フ
之
ヲ
行
使
R

Y

ノ
能
力
ヲ
候
ケ
Y

闘
品
目
到
ぞ
く
利
害
関
係
ヲ
有

z

p
ヨ
ト
長
屯
深
キ
張
図
ガ
代
9

7
業
ノ
主
擢
ノ
一
部
7
行
y
場
令
-
一
起
Y

モ
ノ
ニ

V
7
、
前
者
ト
異
ナ
U
F
酷

T
Kobner， a. a. O. S. 13 (1 ) 



弱
園
ノ
主
獲
ノ
一
郎
殊
-
一
外
交
及
軍
事
-
一
闘
月
戸
纏
ア
保
護
園
タ
戸
強
園
代
F
7
之
ヲ
行
ヌ
ニ
在
9
、
生
7
偽
園
。

ノ
ま
だ
が
す
か
る
ユ
掛
川
V

我
ガ
図
ノ
韓
園
孟
珂
Y
ア
有
V
タ
Y
閥
係
ノ
如
キ
、
叉
現
-
一
偽
園
ノ
ち
ゅ
ー
に
す
品
川
郵

ジ
ア
有
z
y
関
係
ノ
如
キ
ρ

之
ニ
一
周
見
。

其
ノ
三

A
強
園
ガ
溺
園
ノ
主
権
7
事
賢
よ
-
一
於
7
A
金
ク
牧
メ
ツ
ア
ア
戸
号
、
恵
三
収
略
上
ヨ
リ
従
来
ノ
君
主

7
u
v
ア
其
ノ
虚
位
ヲ
擁
セ
ジ
メ
、
強
園
ノ
指
揮
ノ
下
ユ
政
務
ヲ
執
行
セ

V

ム
Y

場
合
-
一
起
Y

モ
ノ
ユ
ジ
一
プ
、
印
度

ユ
於
ケ
Y

土
民
ノ
玉
閤
-
一
掛
旦

Y

英
園
ノ
関
係
ノ
如
キ
ハ
之
ニ
一
局
λ

。

其
ノ
四
二
本
ダ
闘
家
的
ノ
組
織
ヲ
有
セ
ザ
Y

野
畿
米
関
ノ
地
方
-
一
封
V

ア
最
初
ρ

保
護
ノ
名
目
ノ
下
日
一
一
強
固
ノ

勢
力
ヲ
扶
植
え
漸
次
之
ヲ
自
図
ノ
領
土
ノ
一
部
分
中
-
一
加
へ

y

ト
ス
戸
場
合
ニ
起
戸
毛
ノ
ニ
ジ
ァ
、
亜
弗
利
加

内
地
ュ
於
ケ
戸
讃
族
ノ
棲
息
地
-
一
輪
月
Y

欧
洲
誇
園
ノ
保
護
関
係
ノ
如
キ
ハ
之
-
一
周
旦
。

(
註
)
野
盛
未
開
ノ
種
族
ノ
棲
息
セ
ル
地
方
ニ
於
テ
欧
洲
諸
国
Y
其
ノ
骨
長
等
ト
侃
議
蹄
約
ヰ
ナ
締
結
ス
ル
ρ
阜
ェ
一
時
ノ
方
慎
-
一
越
市
ズ
ジ
テ
斯
カ

ル
地
方
ハ
久

vtカ
ヲ
ズ
V
テ
其
ノ
領
有
ユ
蹄
λ

ル
屯
ノ
ナ
ヮ
、
英
圃
ハ
此
ノ
方
法
チ
用
ヒ
テ
中
部
斑
弗
利
加
殊
一
一
こ
ん
ご

1
地
方
ニ
事
グ
ノ
土
地

チ
得
、
調
噛
岨
宅
亦
比
ノ
方
法
-
一
依
リ
テ
僅
々
厳
週
間
内
一
一
東
部
亜
弗
利
加
-
一
約
五
高
方
岨
ノ
土
地
ユ
獲
タ
，
、
故
三
本
開
地
一
一
日
常
ケ
ル
保
護
剛
係

ノ
開
始
ρ
其
ノ
名
ハ
保
護
ト
稿
ス
ル
宅
、
其
ノ
貨
ハ
直
チ
一
一
植
民
地
ノ
揖
得
ト
宥
倣
γ
得
ペ
キ
揚
合
多

vo

以
上
四
種
ノ
保
護
閥
係
中
、
第
一
ノ
場
合
目
各
困
問
ニ
勢
力
ノ
均
衡
ヲ
保
ツ
ノ
必
要
ヨ
リ
特
-
一
之
7
保
護
セ

y

ト
R

Y

毛
ノ
ナ
Y

ガ
故
品
、
戦
争
其
ノ
他
ノ
突
銭
的
事
援
ノ
錨
メ
ニ
此
ノ
均
衡
7
破
蹟
セ
ラ
V

ザ
y
限

リ

コ

固

ヨ
?
植
民
政
策
上
ノ
問
題
ヲ
生
ゼ
ジ
ム

Y

ノ
品
隔
地
ナ
ジ
ト
雄
ド
毛
、
第
二
・
第
三
及
第
四
ノ
場
合
ρ

之
-
一
反
γ
ア

輪

院

植
民
地
ノ
分
類
-
一
蹴
キ
テ

持
回
趨

(
館
三
載

九

=
一
二
九
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輪

植
民
地
ノ
分
類
-
一
蹴
キ
テ

O 
V 

三=一
O

説

第
四
巻

(第三一概

早
晩
植
民
地
ト
ジ
ア
保
護
園
ノ
支
臨
ヲ
受
F

Y

ニ
歪
Y

ペ
ア
運
命
ヲ
有
ス
戸
壬
、
惟
政
治
上
ノ
諸
種
ノ
閥
係
ヨ

p

一
階
之
ヲ
保
護
地
ト
ジ
ア
自
闘
ノ
勢
力
ノ
下
戸
一
世
ク
モ
ノ
多
キ
ニ
居
Y

ヲ
以
-
一
ア
、
純
然
J々

W

Y

植
民
地
-
一
次
デ
植
民

政
策
上
重
要
T
F
地
位
ヲ
占
ム
庁
モ
ノ
ρ

賢
一
一
此
ノ
種
ノ
保
護
地
ナ
F
ト
ス
、
故
L

菩
人
A

是
等
三
種
ノ
保
護
地

ア
総
括
V

ア
之
ヲ
「
植
民
的
保
護
地
L

ト
郡
三
従
来
墜
者
-
一
依

p
-プ
往
L
q
第
四
ノ
場
令
ニ
ノ
ミ
使
用
セ
ラ
V

F

F

ニ
償
援
シ
ァ
、
少
グ
ト
モ
植
民
政
策
上
-
一
於
-
プ
ハ
第
二
及
第
一
一
プ
場
合
ア
モ
併
セ
-
プ
包
合
セ

此
ノ
語
ノ
意
義
ヲ

ジ
ム
戸
ヲ
逓
信
ト
信
ズ
。

要
旦
戸
ニ
植
民
政
策
上
二
股
-
プ
所
調
植
民
的
保
護
地
ト
ハ
、

一
閤
叉
ρ

一
一
地
万
(
野
鐙
未
開
ノ
種
族
ノ
棲
息
地

ノ
如
ク
ニ
未
ダ
園
家
的
ノ
組
織
ヲ
有
セ
ザ
Y
場
A
A
ロン一

ρ
)

ガ
他
ノ
強
固
♂
一
割
γ
ア
従
属
的
ノ
関
係
品
立
チ
、
外
交

及
軍
事
ケ
勿
論
往
々
其
ノ
内
政
-
一
関
V
F
7
ヱ
商
談
強
固
ノ
保
護
ヲ
受
ク
、
従
-Y
其
ノ
園
ノ
勢
力
ノ
漸
次
扶
植
セ
ラ

y

y
ユ
至
U
F

土
地
ヲ
謂
ア
ト
解
λ

戸
コ
ト
ヲ
得
ぺ

ve

植
民
的
保
護
地
-
一
艶
λ

y
保
護
/
程
度
ρ

各
場
合
-
一
於
グ
Y

線
約
叉
ρ

協
約
ニ
一
線
9
4
7
定
7

Y

ガ
故
-
一
、

的
ュ
之
ヲ
論
。
R

Y

コ
ト
能
ハ
ズ
ト
雌
ド
モ
其
ノ
程
度
如
何
ρ

敢
ア
重
大
ナ
Y
問
題
-
一
非
ズ
、
要
ρ

某
園
ガ
他
閤

叉
ρ

他
地
方
ヲ
保
護

v
-
7
業
ノ
施
政
-
一
関
奥
只

Y
ノ
結
果
此
庭
一
一
白
園
ノ
勢
力
ヲ
扶
植
え
終
-
一

ρ

之
ヲ
一
植
民

地
ノ
如
ク
ユ
看
倣
ジ
ア
取
扱
y
-
至
Y

ノ
事
質
7
v
バ
足
y
。
雌
蕊
戸
一
注
意
見
ペ
キ
ρ

植
民
地
ρ

自
-
フ
園
家
的
ノ

存
在
7
保
ク
ヨ
ト
ナ
夕
、

金
ク
母
国

-T隷
属

v
-
7
其
ノ
領
土
/
一
部
分
ヲ
成
見
ガ
故
-
二

園
際
法
上
ニ
於
ア
ρ 般

書賀博士(前出}三司軍国首、
~~wr~~ce. ]'. J. T~le ~r~nciples of International Law (4th ed.)'. p. 169 
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固
ヨ

F
図
法
上
-
一
於
ア
三
宅
ヱ
樹
立
ノ
主
権
ヲ
有
旦

Y

モ
ノ
ニ
非
ズ
ト
雄
ド
ミ
植
民
的
保
護
地
ρ

未
ダ
全
ク
園

(
野
同
盟
未
開
ノ
種
族
ノ
棲
息
地
ニ
ジ
ア
最
初
ヨ

F
園
家
的
ノ
存
在
ヲ
有
セ
ザ

家
的
ノ
存
在
ヲ
失
ナ
ハ
ず
U
F

ガ
故

Y

モ
ノ
ハ
之
ヲ
別
ト

V
)
、
仮
令
俄
約
叉
山
一
協
約
上
ノ
制
限
ヲ
受
ク
Y

モ
備
ホ
間
有
ノ
主
権
ハ
之
ヲ
一
民
失
セ
ザ
Y

コ

ト
是
v
ナ
ヲ
c

植
民
的
保
護
地
ノ
保
護
国
ニ
封
ス

Y

権
利
義
務
/
関
係
ハ
各
場
令
ノ
事
情
-
一
感
ジ
ア
一
様
ナ
ラ
ズ
ト
雄
ド
宅
、

特
別
ノ
事
情
ノ
存
セ
ザ
Y
限
9
ρ
遁
桔
左
ノ
共
通
的
関
係
ノ
存
月

y
ヲ
見
戸
。

付
植
民
的
保
護
地
ρ

保
護
園
以
外
ノ
他
幽
ト
直
接
外
交
上
ノ
交
渉
ヲ
然
見
ヨ
ト
ヲ
得
ズ
、
従
-Y
他
園

d

一
劉

V
7

自
7
宣
戦
講
和
ァ
錦
見
ノ
権
ァ
有
セ
ズ
。

(ロ)

植
民
的
保
護
地
ノ
内
政
機
関
及
法
律
・
脅
憤
・
制
度
等
ρ

成
Y

ペ
ク
之
ヲ
保
存
三
唯
保
護
闘
ノ
利
盆
ト
相
容

レ
ザ
立
場
合
ニ
ノ
ミ
之
-
一
国
現
実
ヲ
加
7
。

植
民
的
保
護
地
ニ
円
保
護
園
政
府
ノ
代
表
者
ヲ
置
キ
主
ト
ジ
ア
外
政
ヲ
掌
-
フ
V
ム

Y
1
必
要
ア
立
場
合
-
一

ρ

自
ラ
内
政
ニ
ヱ
開
奥
ジ
殊
-
一
共
ノ
財
政
上
-
二
大
勢
力
ヲ
有
ス
。

い
植
民
的
保
護
地
ノ
軍
隊
ノ
編
成
ρ

保
護
園
ノ
指
揮
7
受
F
Y
コ
ト
ヲ
要
司
令
従
テ
保
護
閤
ハ
外
敵
-
一
野

v
f

A

保
護
地
7
防
衛
只
戸
ノ
義
務
ア
9
。

)
 

ホ(
 
植
民
的
保
模
地
ρ

其
J

必
要
-
一
底
ジ
ア
保
護
園
ヨ
リ
財
政
上
ノ
援
助
ヲ
受
F
。

言骨

説

植
民
地
ノ
分
類
一
一
蹴
キ
テ

館
四
巻

A
館
三
曲
嗣

一
一



Z清

設

組
民
地
ノ
分
類
一
一
蹴
キ
テ

第
四
巻

λ
第
三
腕

} 

植
民
的
保
護
地
ρ

前
述
ノ
如
ク
仮
令
他
園
ノ
保
護
ヲ
受
ク
戸
毛
自
己
ノ
存
在
ρ

備
ホ
未
ダ
之
7
央
ナ
ハ
ザ
庁
が

故
三
理
論
上
ヨ
リ
セ
バ
植
民
地
統
治
/
機
闘
ア
ジ
ア
斯
カ
Y
地
方
ニ
劉
ス

Y
政
務
ヲ
管
掌
セ
ジ
ム
ベ
キ
ニ
非
ズ

ト
雄
ド
毛
、
資
際
上
-
一
於
-7ρ

共
ノ
扶
態
植
民
地
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